
◉
投
票
立
会
人
の
役
割

市
民
の
代
表
と
し
て
投
票
に
立
ち
会
い
、

不
正
が
な
い
か
を
確
認
し
、
選
挙
の
公
平

性
を
確
保
し
ま
す
。

◉
投
票
日
当
日
の
立
会
業
務

①
投
票
所
の
開
閉
、
②
投
票
開
始
前
に

投
票
箱
が
空
で
あ
る
こ
と
の
確
認
、
③
投

票
用
紙
の
交
付
状
況
確
認
、
④
投
票
終
了

後
の
投
票
箱
封
鎖
確
認
な
ど

◉
立
会
日
時
や
報
酬
、
応
募
方
法

立
会
日
時　
11
月
15
日
㈰

６
時
40
分
～
投
票
所
閉
鎖
時
刻

場
所　
市
内
の
各
投
票
所

報
酬
額　
１
０
、９
０
０
円

※�

交
通
費
・
食
事
代
を
含
む
。
所
得
税
を

差
し
引
い
て
支
払
い

応
募
資
格　
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
人
（
予
定
含
む
）

応
募
方
法　
市
役
所
１
階
総
合
案
内
、
各

総
合
支
所
地
域
振
興
課
、
各
地
区
市
民
セ

ン
タ
ー
で
配
布
す
る
「
投
票
立
会
人
登
録

申
請
書
」
を
記
入
し
持
参
、
郵
送
で
市
選

挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ
提
出
、
ま
た
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
入
力

フ
ォ
ー
ム
か
ら
応
募

都
城
市
長
選
挙
の

投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
選
挙
に
主
体
的
に
関
わ
る
機
会

を
増
や
し
、
選
挙
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
た
め
、
11
月
15
日
㈰
投
開
票
予

定
の
都
城
市
長
選
挙
の
投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　
☎
23

－

７
８
６
４

応募から立ち会いまでの流れ

①「投票立会人登録申請書」
を市選挙管理委員会に提出

➡

②市選挙管理委員会が「投票
立会人候補」として登録

➡

③選挙期日決定後、市選挙管
理委員会から投票立会人の
依頼メール、または文書が
届く

➡

④投票立会人をするかどうか
メールまたは、文書で回答

➡

⑤回答から約 2 週間で投票立
会人決定の通知が届く

➡

⑥投票日当日に投票所で立ち
会う

　
都
城
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー
で
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
受
け
、
地

域
住
民
の
安
全
確
保
と
院
内
へ
の
感
染
を

防
止
す
る
た
め
、
同
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す

る
際
に
、
次
の
点
に
つ
い
て
協
力
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

◉
問
診
と
検
温
の
実
施

◉
感
染
流
行
地
域
へ
の
移
動
歴
な
ど
の
聞

き
取
り

◉
来
院
の
際
は
、
マ
ス
ク
の
着
用
と
入
室

時
の
手
指
消
毒
の
徹
底

◉
発
熱
症
状
な
ど
の
あ
る
人
は
、
臨
時
施

設
で
の
診
療（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
察
を
含
む
）

◉
付
き
添
い
の
入
室
制
限

※�

症
状
や
状
況
に
よ
っ
て
は
こ
の
限
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

相
談
窓
口

　
次
の
症
状
が
あ
る
と
き
は
、
い
き
な
り

病
院
を
受
診
せ
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
健
康
相
談
セ
ン
タ
ー
に
相
談
く

だ
さ
い
。

・�

息
苦
し
さ
や
強
い
だ
る
さ
、
高
熱
な
ど

の
症
状
が
あ
る
と
き

・�

妊
婦
を
含
む
重
症
化
し
や
す
い
人
で
、

発
熱
や
咳
な
ど
の
症
状
が
あ
る
と
き

・�

そ
れ
以
外
の
人
で
、
発
熱
や
咳
な
ど
の

症
状
が
続
く
と
き

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
健
康

相
談
セ
ン
タ
ー
（
24
時
間
対
応
）

☎
０
９
８
５

－

78

－

５
６
７
０

FAX
０
９
８
５

－

44

－

２
６
１
６

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
協
力
く
だ
さ
い
！

都
城
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
願
い

◎
問
い
合
わ
せ　
健
康
課　
☎
23

－

２
７
６
５

心と人権の専用相談窓口
感染拡大を受けて不安やストレスなどを感じている

県精神保健福祉センター 0985-27-5663 平日 8時30分～ 17時15分
こころの電話 0985-32-5566 平日９時～ 19時

不当な差別や偏見などを受けて困っている
みんなの人権 110番
（全国共通人権相談ダイヤル） 0570-003-110 平日 8時30分～ 17時15分

子どもの人権 110番 0120-007-110 平日 8時30分～ 17時15分
女性の人権ホットライン 0570-070-810 平日 8時30分～ 17時15分
外国語人権相談ダイヤル 0570-090-911 平日 9時～ 17時
県人権啓発センター人権相談 0985-26-0238 平日 9時～ 17時

Miyakonojo City Public Relations 2020.917


